
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
号

会
社
分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
す
る

法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
会
社
分
割
が
行
わ
れ
る
場
合
に

お
け
る
労
働
契
約
の
承
継
等
に
関
し
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
特
例
等
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
労
働
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
労
働
者
等
へ
の
通
知
）

第
二
条
　
会
社
（
株
式
会
社
及
び
合
同
会
社
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
会
社
法
第
五
編
第
三
章
及
び
第
五
章

の
規
定
に
よ
る
分
割
（
吸
収
分
割
又
は
新
設
分
割
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
労

働
者
に
対
し
、
通
知
期
限
日
ま
で
に
、
当
該
分
割
に
関

し
、
当
該
会
社
が
当
該
労
働
者
と
の
間
で
締
結
し
て
い

る
労
働
契
約
を
当
該
分
割
に
係
る
承
継
会
社
等
（
吸
収

分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
百
五
十
七
条
に
規
定
す
る

吸
収
分
割
承
継
会
社
、
新
設
分
割
に
あ
っ
て
は
同
法
第

七
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
分
割
設
立
会

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
承
継
す
る
旨
の
分
割
契

約
等
（
吸
収
分
割
に
あ
っ
て
は
吸
収
分
割
契
約
（
同
法

第
七
百
五
十
七
条
の
吸
収
分
割
契
約
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
新
設
分
割
に
あ
っ
て
は
新
設
分
割
計
画
（
同
法

第
七
百
六
十
二
条
第
一
項
の
新
設
分
割
計
画
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
定
め

の
有
無
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
異
議
申
出
期
限

日
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
承
継

会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

二
　
当
該
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
（
前
号
に
掲
げ
る

労
働
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
分
割
契
約
等

に
そ
の
者
が
当
該
会
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労

働
契
約
を
承
継
会
社
等
が
承
継
す
る
旨
の
定
め
が
あ

る
も
の

２
　
前
項
の
分
割
を
す
る
会
社
（
以
下
「
分
割
会
社
」
と

い
う
。
）
は
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
七
十
四
号
）
第
二
条
の
労
働
組
合
（
以
下
単
に
「
労

働
組
合
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
労
働
協
約
を
締
結
し

て
い
る
と
き
は
、
当
該
労
働
組
合
に
対
し
、
通
知
期
限

日
ま
で
に
、
当
該
分
割
に
関
し
、
当
該
労
働
協
約
を
承

継
会
社
等
が
承
継
す
る
旨
の
当
該
分
割
契
約
等
に
お
け

る
定
め
の
有
無
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
及
び
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
「
通
知
期
限

日
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
を
い
う
。

一
　
株
式
会
社
が
分
割
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
分

割
に
係
る
分
割
契
約
等
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
る
承
認
を
要
す
る
と
き
　
当
該
株
主
総
会
（
第

四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
承
認
株
主
総
会
」

と
い
う
。
）
の
日
の
二
週
間
前
の
日
の
前
日

二
　
株
式
会
社
が
分
割
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
分

割
に
係
る
分
割
契
約
等
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
る
承
認
を
要
し
な
い
と
き
又
は
合
同
会
社
が
分

割
を
す
る
場
合
　
吸
収
分
割
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日

又
は
新
設
分
割
計
画
が
作
成
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し

て
、
二
週
間
を
経
過
す
る
日

（
承
継
さ
れ
る
事
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る
労
働
者
に

係
る
労
働
契
約
の
承
継
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
労
働
者
が
分
割

会
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
で
あ
っ
て
、

分
割
契
約
等
に
承
継
会
社
等
が
承
継
す
る
旨
の
定
め
が

あ
る
も
の
は
、
当
該
分
割
契
約
等
に
係
る
分
割
の
効
力

が
生
じ
た
日
に
、
当
該
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。

第
四
条
　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
労
働
者
で

あ
っ
て
、
分
割
契
約
等
に
そ
の
者
が
分
割
会
社
と
の
間

で
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
を
承
継
会
社
等
が
承
継
す

る
旨
の
定
め
が
な
い
も
の
は
、
同
項
の
通
知
が
さ
れ
た

日
か
ら
異
議
申
出
期
限
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
分
割
会

社
に
対
し
、
当
該
労
働
契
約
が
当
該
承
継
会
社
等
に
承

継
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り
、
異
議
を

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
分
割
会
社
は
、
異
議
申
出
期
限
日
を
定
め
る
と
き

は
、
第
二
条
第
一
項
の
通
知
が
さ
れ
た
日
と
異
議
申
出

期
限
日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
十
三
日
間
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
「
異
議
申
出
期
限
日
」
と
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
を
い

う
。

一
　
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
通
知
期

限
日
の
翌
日
か
ら
承
認
株
主
総
会
の
日
の
前
日
ま
で

の
期
間
の
範
囲
内
で
分
割
会
社
が
定
め
る
日

二
　
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
の

吸
収
分
割
契
約
又
は
新
設
分
割
計
画
に
係
る
分
割
の

効
力
が
生
ず
る
日
の
前
日
ま
で
の
日
で
分
割
会
社
が

定
め
る
日

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
が
同
項
の
異
議
を
申
し

出
た
と
き
は
、
会
社
法
第
七
百
五
十
九
条
第
一
項
、
第

七
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
七
百
六
十
四
条
第
一
項
又

は
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
労
働
者
が
分
割
会
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労

働
契
約
は
、
分
割
契
約
等
に
係
る
分
割
の
効
力
が
生
じ

た
日
に
、
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
労
働
者
に
係
る
労
働
契
約
の
承
継
）

第
五
条
　
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
労
働
者
は
、

同
項
の
通
知
が
さ
れ
た
日
か
ら
前
条
第
三
項
に
規
定
す

る
異
議
申
出
期
限
日
ま
で
の
間
に
、
分
割
会
社
に
対

し
、
当
該
労
働
者
が
当
該
分
割
会
社
と
の
間
で
締
結
し

て
い
る
労
働
契
約
が
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り
、
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
が
同
項
の
異
議
を
申
し

出
た
と
き
は
、
会
社
法
第
七
百
五
十
九
条
第
一
項
、
第

七
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
七
百
六
十
四
条
第
一
項
又

は
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
労
働
者
が
分
割
会
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
る
労

働
契
約
は
、
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
な
い
も
の
と
す

る
。

（
労
働
協
約
の
承
継
等
）

第
六
条
　
分
割
会
社
は
、
分
割
契
約
等
に
、
当
該
分
割
会

社
と
労
働
組
合
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
労
働
協
約

の
う
ち
承
継
会
社
等
が
承
継
す
る
部
分
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
分
割
会
社
と
労
働
組
合
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る

労
働
協
約
に
、
労
働
組
合
法
第
十
六
条
の
基
準
以
外
の

部
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
当
該
分
割
会
社
と
当
該
労

働
組
合
と
の
間
で
分
割
契
約
等
の
定
め
に
従
い
当
該
承

継
会
社
等
に
承
継
さ
せ
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
合
意
に
係
る
部
分
は
、
会
社
法
第
七
百
五
十

九
条
第
一
項
、
第
七
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
七
百
六

十
四
条
第
一
項
又
は
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
分
割
契
約
等
の
定
め
に
従
い
、
当
該
分
割
の

効
力
が
生
じ
た
日
に
、
当
該
承
継
会
社
等
に
承
継
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
分
割
会
社
と
労
働
組

合
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
労
働
協
約
に
つ
い
て

は
、
当
該
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
労
働
者
と
当
該

分
割
会
社
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
労
働
契
約
が
承

継
会
社
等
に
承
継
さ
れ
る
と
き
は
、
会
社
法
第
七
百
五

十
九
条
第
一
項
、
第
七
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
七
百

六
十
四
条
第
一
項
又
は
第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
分
割
の
効
力
が
生
じ
た
日

に
、
当
該
承
継
会
社
等
と
当
該
労
働
組
合
と
の
間
で
当

該
労
働
協
約
（
前
項
に
規
定
す
る
合
意
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
と
同
一
の
内
容
の
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

（
労
働
者
の
理
解
と
協
力
）

第
七
条
　
分
割
会
社
は
、
当
該
分
割
に
当
た
り
、
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
労

働
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
指
針
）

第
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
分
割
会
社
及
び
承
継
会
社
等
が
講
ず
べ
き
当

該
分
割
会
社
が
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約
及
び
労
働
協

約
の
承
継
に
関
す
る
措
置
に
関
し
、
そ
の
適
切
な
実
施

を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九

一
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


